
今後、日本の資本市場はどう変わるのか―1
～顧客本位の業務運営

（金融審議会“市場ワーキンググループ報告”2016年12月22日より）

金融機関 など

証券会社 など

投資運用業者

投資助言業者

※金融商品の販売、
助言、商品開発等
を行うすべての金
融事業者

顧客本位の業務運営に関する原則

業務運営に係る方針の策定・公表等

顧客の最善の利益追求

利益相反の適切な管理

手数料等の明確化

重要な情報の分かりやすい提供

顧客にふさわしいサービスの提供

従業員に対する適切な動議づけの枠組み 等

策定・公表

顧客の
選択

行政による
モニタリング

株式会社資本市場研究所が2017年2月時点で作成



ＥＴＦ改革

今後、日本の資本市場はどう変わるのか―2
～資産形成におけるＥＴＦ活用

（金融審議会“市場ワーキンググループ報告”2016年12月22日より）

株式会社資本市場研究所が2017年2月時点で作成

ＮＩＳＡやＤＣ（個人
型を含む）など個
人の少額継続投資
に活用されるよう

に

流動性向上

認知度向上

マーケットメイク制度導入

設定・交換期間短縮

同様の投信商品との
比較情報提供（取引所）

金融機関での
窓口販売推進？

ＩＦＡ（独立系投資助言業者）など新
たなチャネルを認めるか？

長期・分散・積立投資
向け

少額積立投資を
目的とする商品設計

適した商品の
情報提供（取引所）



今後、日本の資本市場はどう変わるのか―3
～取引の高速化への対応

（金融審議会“市場ワーキンググループ報告”2016年12月22日より）

株式会社資本市場研究所が2017年2月時点で作成

アルゴリズム高速取引を
行う投資家

海外投資家

登録制導入

取引システムの適正な管理・運営

適切な業務運営体制及び財産的基礎の確保

アルゴリズム取引を行うことの当局への通知

各注文がアルゴリズム取引によるものである
ことの明示

アルゴリズム取引戦略の届出

取引記録の作成・保存

事業報告書の提出等

国内における代表者又は代理人の設置



今後、日本の資本市場はどう変わるのか―4
～市場間競争と取引所外の取引

（金融審議会“市場ワーキンググループ報告”2016年12月22日より）

株式会社資本市場研究所が2017年2月時点で作成

取引所取引

ＰＴＳ取引

市場間競争の促進は？

信用取引容認
（以下の態勢整備を前提に）

PTS 業者等の利益相反の防止措置

自主規制機能の整備
①信用取引残高の集計・報告

②信用取引に係る規制措置（日々公表銘柄の
指定・信用取引残高の日々公表、委託保証金
率の引上げ、信用取引の制限・停止等）

③取引参加者の上記措置の遵守状況の調査・
処分等（取引所、協会の協力により）

ダークプール ※今回は、規制等は見送り

機関投資家などの大口取
引で利用進む



今後、日本の資本市場はどう変わるのか―5
～取引所グループの業務範囲

（金融審議会“市場ワーキンググループ報告”2016年12月22日より）

株式会社資本市場研究所が2017年2月時点で作成

店頭デリバティブ
（ＣＤＳや金利スワップ取引等）

店頭デリバティブの清算業務

上記の取引所外取引に関する業務に係る
システムの開発

認可

FinTech対応
ブロックチェーン

人工知能

出資
認可

未公開株取引？
債券取引

投資助言

海外取引所等への支援

柔軟な業務運営 グループ内、複数のシステム開発集約化
認可

一定期間、取引所グループが業務範囲を超える業務
を行う子会社を有する外国の会社の保有を認める


